
 

 

 

 

発信日：2022 年 1 月 7 日 

 

情報通信第84号の続報です。在留資格認定証明書の有効期間の取り扱いについては、下記表の

通りです。外国人技能実習機構の「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問」も更

新されています。⇒機構HPhttps://www.otit.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のテーマ「新型コロナウイルス感染症に関する法務省周知-続報⑨」について 

 

 

 

◆水際対策に関しては、厚労省HPをご覧下さい 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 
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